
チ
ユ
l

チ
ヨ

な
る
洞
谷
山
永
光
寺
四
百
七
十
六
代
に
位
し
た
る
久

外
出
枕
良
が
、
寺
認
の
袋
町
肌
を
益
へ
、
同
寺
の
嗣
絡
の

特
に
悩
努
な
る
所
以
を
高
唱
し
た
も
の
で
、
洞
谷
雄

容
と
い
ひ
、
後品川
酬明
良
を
中
興
の
組
と
す
る
が
放
に

中
興
矧
記
と
も
い
ふ。

チ
ユ
ウ
ゴ
シ
ョ
ウ
中
小
将

加
賀
滞
で
付
文
総

三
年
正
月
に
中
小
勝
の
名
目
が
見
え
る
か
ら
、
是
よ

り
先
阪
に
仰
は
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
姓
名
は
明
ら

か
で
な
い
。
後
大
坂
の
役
に
は
其
の
姓
名
が
見
え
、

究
永
四
年
士
帳
に
は
四
十
二
人
を
数
へ
、
政
治
・究

文
に
荒
つ
で
も
辿
納
し
た
が
、
人
数
は
次
第
に
減
少

し
、
紅
白
抗
年
三
且
-十
一
山
日
に
は
之
を
川
阻
め
て
、
皆

御
潟
迦
組
に
加
へ
ら
れ
一
、
巾
小
将
の
代
り
に
は
後
に

御
法
小
将
が
置
か
れ
た
。

チ
エ
ウ
ゴ
シ
ョ
ウ
中
小
姓

高
級
の
士
家
の
給

人
で
、
若
お
よ
り
も
澗
僻
紋
の
宜
し
き
も
の
を
中
小

姓
と
い
ふ
こ
と
も
あ
っ
た
。
こ
の
結
額
の
巾
小
姓
は
、

滞
末
ま
で
線
約
し
て
ゐ
た
。

チ
ユ
ウ
ゴ
シ
ョ
ウ
テ
Z
ガ
シ
ラ
中
小
持
組
頭

御
巾
小
持
組
問
の
初
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
前
旧
綱

紀
の
時
江
文
三
年
秘
山
窓
際
正
房
に
命
ぜ
ら
れ
て
、

役
料
二
百
石
を
賜
は
っ
た
の
が
起
阪
で
あ
ら
う
。
女

い
で
九
年
間
島
兵
郎
一
宗
を
加
へ
て
ご
人
と
な
っ
た

が
、
延
間
同
ご
年
柿
山
は
若
年
計
に
任
ぜ
ら
れ
、
荒
年

三
且
附
島
致
仕

L
、
同
用
十
五
日
御
中
小
将
を
踏
め

た
給
機
職
と
な
っ
た
。

チ
ユ
ウ
ゴ
シ
ョ
ウ
パ
ン
ガ
シ
ラ
中
小
将
番
頭

御
巾
小
将
御
番
聞
は
、
政
長
年
間
江
守
見
左
衛
門
値

不
の
之
を
勤
め
た
の
が

姓
名
の
川
割
れ
る
始
で
あ
ら

う
。
大
坂
の
役
に
は
富
井
太
郎
左
衛
門
・行
山
主
Mm
・

不
服
忠
左
衛
門
・
伴
邪
祭
助
等
の
骨
出
版
で
あ
っ
た
こ

と
が
繭
役
箪
記
に
見
え
る
。
共
の
後
浅
野
凶
郎
兵
衛

な
ど
が
勤
め
、
砥
治
二
年
死
亡
の
時
ま
で
衆
帯
L

た
。
役
科
は
前
聞
利
常
時
代
に
は
な
〈
、
綱
紀
時
代

か
ら
百
五
十
石
宇
一賜
は
っ
た
。
国
治
二
年
桜
山
芯
際

正
房
御
近
間
一
肌
よ
り
命
ぜ
ら
れ
て
山
市
職
と
な
り
、
見

文
三
年
御
中
小
将
組
問
に
特
じ
、
制
賂
伊
兵
衛
直
保

之
に
代
っ
て
九
年
御
先
筒
聞
に
鞠
じ
た
。
野
村
拠
三

兵
街
頭
徳

・
北
川
庄
右
衛
門
之
に
代
り
娃
釘
二
年
四

月
締
役
、
三
年
三
且
二
十
三
日
限

m平
兵
衛
安
肪
、

同
月
二
十
凶
日
永
井
併
七
郎
正
良
間
人
が
御
歩
鋭
部

よ
り
余
裕
脅
命
ぜ
ら
れ
、
間
流
年
中
小
持
の
憐
止
と

共
に
絡
め
た
。

チ
ユ
ウ
ザ

中
座

膝
脅
仰
に
む
け
て
座
す
る
が

如
き
姿
勢
と
な
る
奇
い
ふ
。
滞
伎
が
老
悶
の
前
宇
一
泊

ま
る
時
に
は
、
必
ず
巾
昨
庄
の
組
問
走
行
う
た
。

チ
ユ
ウ
ザ
ン
シ
キ

銭
算
式

一
加
。
卒
保
八
年

有
向
致
点
の
討
。
厚
紙
に
て
刷
出
し
た
ろ
t
M
そ
用
ひ
、

加
減
の
み
で
来
除
そ
行
ふ
法
所
述
。
へ
た
も
の
。
こ
の

法
は
古
来
あ
っ
た
も
の
で
、致
点
の
波
川
町
で
は
た
い
。

叉
何
十
年
に
討
し
た
鈴
法
綿
製
は
、
h
M
釘
式
の
説
明

で
あ
る
。
明
治
サ
荒
年
大
山
三
百
の
人
間
陥
了
/
」
の
私

し
た
待
幻
完
鐙
も
亦
問
じ
い
。

チ
ユ
ウ
ザ
ン
リ
ヨ
ウ
ウ
シ

築
山
T
運

石

川
部

四
洞
宗
大
来
寺
七
代
の
住
持
。
加
賀
に
生
ま
れ
、
出

家
具
戒
の
後
階
部
寺
省
徳
に
参
じ
、
僻
し
て
大
一
ポ
寺

位
躍
英
回
目
に
附
取
す
る
こ
と
一
年
、
廷
に
支
出
現
荷
究

め
、
桜
剛
闘
の
絞
後
間
寺
の
附
宇
一
嗣
い
だ
。
永
平
凹
年

八
月
二
十
八
日
総
八
十
三
を
以
て
円
相
。

チ
ユ
ウ
シ
中
士

J
シ
ゾ
ク
士
族
。

チ
ユ
ウ
ジ
ヨ
ウ
ザ
ン
ノ
ウ
ジ
ン
ジ
ヤ
中
綜
山
王

紳
社

河
北
郡
北
巾
僚
に
鋲
臨
す
司
令
。
式
内
容
部
社

記
に
、『
中
保
山
王
制
祉
。
引
上
庄
中
総
庇
鎮
座
。
庄

内
十
七
村
之
総
社
也
。
今
稿
=巾
保
山
王
明
制
。
』
と

見
え
る
。
本
枇
は
明
治
六
年
六
月
日
古
口
制
批
と
い
ひ
、

十
四
年
十
且
三
輪
前
祉
に
改
め
、
以
て
式
内
三
崎
前

祉
た
る
こ
と
脅
ホ
脱
す
る
に
主
っ
た
が
、
そ
れ
に
は

異
設
が
あ
る
。

チ
ユ
ウ
ジ
ヨ
ウ
モ
ヨ
中
保
茂
会

訪
永
六
年
四

月
金
持
三
社
に
生
ま
る
。
も
と
山
山
氏
。
知
山
県
」
官
藤

m純
正
に
、
凶
門
口
を
一
品
橋
前
犯
に
尽
び
、
俄
道
に
志

あ
る
者
宇
集
め
て
小
坂
耐
枇
献
詠
曾
宇
一
起
し
た
。
明

治
三
十
九
年
二

H
十
八
日
間
問
。

チ
ユ
ウ
ジ
ヨ
ウ
リ
ュ
ウ
中
俗
流

制
州
山
間
地

稿
寺
の
仙
川
終
出
血
と
い
ふ
者
限
利
支
天
に
迦
夜
し
て
得

た
兵
法
宇
一、
耐
川
越
中
保
兵
郎
助
が
受
け
て
、
甲
山
宮
川
M

前
守
に
似
へ

、
大
級
助
制
附
同
左
衛
門
一品
能
か
ら
、
出

問
九
郎
左
衛
門
旧民家
、
そ
の
子
治
邸
左
術
門
戸
川
家
に

併
へ
ら
れ
た
。
こ
の
剣
術
タ
一
中
総
流
と
い
ふ
。
治
部

左
術
門
に
二
子
あ
っ
て
、
見
沢
郎
右
衛
門
は
阪
府
の

鈴
江
州
一
采
帝
村
に
閑
町

L
、
日世純隔世

L
て
白
骨
勢

仰
と
い
ひ
、
諸
凶
に
武
者
修
行
者
し
た
。
弟
治
部
左

術
門
技
政
家
守
織
ぎ
、
そ
の
術
に
越
し
て
州
制
限
秀
吉

の
師
範
と
な
っ
た
が
‘
四
日
政
は
附
古
典
」ハ
郎
mM
勝
が
戦

死
し
た
の
で
、
門
弟
山
崎
六
左
衛
門
を
嫡
女
の
釘
と

し
て
ん
北
青
綴
が
せ
た
。
そ
れ
が
後
の
越
後
賀
政
で
あ

る。

加
賀
滞
へ
は
担
政
の
時
か
ら
仕
へ

、
中
保
税
の

兵
法
も
共
に
mm
は
っ
た
が
、
そ
れ
か
ら
出
則
前
と
都

す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

チ
ユ
ウ
シ
ン
キ
ザ
ラ
ギ
ノ
ユ
キ
忠
臣
二
月
雲

一
加
。
安
永
九
年
二
月
八
日
金
谷
御
殿
で
高
川
護
隊

が
中
村
山
右
術
門
を
殺
岩
し
た
市
中
'Aそ
小
説
化
し
た

も
の
で
、本
選
に
あ
っ
て
は
前
者
を
坂

m源
磁
、後
者

を
永
村
伴
右
術
門
と
も
ぢ
っ
て
ゐ
ろ
。
活
者
不
明
。

チ
ユ
ウ
セ
ン
ジ
中
川
寺

石
川
郡
松
任
に
在
っ

て
、
天
台
宗
に
闘
す
ろ
。
天
保
十
四
年
中
川
佐
次
兵

衛
と
い
ふ
者
、
今
の
本
偉
そ
信
仰
し
て
一
宇
を
廷
で
、

明
治
十
三
年
八
且
寺
蹴
公
併
の
許
可
や
↓
得
た
。

チ
ユ
ウ
ダ
ン
中
段

押
ュ
ゥ
以
来
初
大
屋
庄
に

五
三
四

闘
す
る
部
稿
。
中
段
の
小
字
に
院
の
府
援
の
あ
る
の

は
民
主
院
の
治
で
、
部
門
晶
の
所
在
で
あ
ら
う
と
考
へ

ら
れ
る

o

s

チ
ユ
ウ
ダ
ン
生
モ
ン
テ
ン
中
段
多
門
天

は

Z

臥
王
制
巾
段
今
の
白
山
榊
祉
を
い
う
た
。
能
脅
誌
に

『
中
段
村
の
産
制
多
門
天
は
、
苦
は
大
枇
に
て
、
祉
附

も
多
か
り
し
と
て
、
今
に
石
刷
出
・礎
等
叫
抗
日
制
あ
り
。
又

仁
一
十
一
門
有

L
mと
て
、
今
も
仁
正
常
と
小
名
に
呼
で

百
姓
四
況
判
あ
り
。
叉
阿
揃
陀
蛍
と
い
ふ
問
問
も
あ
り

て
、
け
一
一
所
の
附
に
石
仰
あ
り
。
』
と
あ
る
。

チ
ユ
ウ
テ
イ
ソ
ウ
カ
仲
庭
宗
可

町
洞
宗
の
附。

永
光
寺
の
寂
室
了
光
に
投
じ
て
出
家

L
、
研
究
す
る

こ
と
多
年
、
迭
に
秘
訣
を
受
け
、
僻
し
て
支
那
に
遊

び
、
偏
〈
名
山
巨
利
脅
訪
ひ
、
太
自
に
殺
っ
て
伊
制

等
の
培
を
秘
し
、後
郎
附
し
て
-
武
光
守
主
と
た
っ
た
。

チ
ユ
ウ
ホ
ウ
モ
ヲ
ユ
ヨ
神
峰
照
如

石
川
間
山

洞
宗
大
束
守
一
泊
十
六
代
の
住
持
。
肥
前
の
入
、
一凶削

氏
。
間
同
小
山
町
寺
乙
耐
に
受
梁
L
、
文
政
三
印
刷
附

瑞
雲
寺
に
首
肢
と
な
り
、
石
見
永
明
寺
銭
傾
午
和
向

に
制
法

L
、
六
年
石
見
祭
泉
寺
に
住
し
、
七
州
水
-中

寺
に
開
柳
川
刊
し
、
イ
二
年
京
都
の
畑
山
間
イ
寺
に
移
h
J
、
次

い
で
丹
陰
描
秀
寺
・渋
川
削
今
日昌
寺
臨
可
に
純
世
し
た
。
弘

化
三
年
四
月
』
H

凶
日
大
東
寺
に
入
り
聞
出
品
目
前
法

L
、

五
年
二
月
二
日
病
に
よ
り
到
す
一
一
一
肢
を
以
て
絞
o

チ

ヨ

千

代

石
川
制
法
任
の
仰
人
。
元
職
十
六

年
位
。
表
具
師
耐
噌
底
誕
の
女
。
幼
時
胎
潟
忠
大
限

の
許
に
糾
と
な
っ
て
、
初
め
て
側
句
を
問
中
ん
だ
と
い

ふ
。
平
保
四
年
十
七
歳
の
川
、
臨
〈
川
似
の
支
考
行
酬
の

途
千
代
の
家
を
訪
う
て
、
そ
の
作
を
掛
川
根
し
た
o
m
u

設
に
よ
れ
ば
、
千
代
は
十
六
歳

・
十
八
銭
叉
は
什

一

訟
の
時
焔
嫁
し
た
と
せ
ら
れ
た
が
、
む子保，
1
年
小
般

の
不
況
舎
宇
中
の
も
の
し
た
僻
千
代
女
也
、
及
び
千

代
三
イ
三
回
忌
の
追
悼
集
な
る
無
射
集
に
三
宅
儒
倒

.. 


